
無
料
登
記
相
談
所
開
設
の
お
知
ら
せ

　

熊
本
地
方
法
務
局
に
よ
る
無
料
の
登
記
相

談
が
開
設
さ
れ
ま
す
。

　

土
地
・
建
物
等
の
売
買
、
贈
与
、
相
続
等

の
登
記
に
関
す
る
相
談
に
つ
い
て
熊
本
地
方

法
務
局
職
員
が
対
応
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

▼
日
時

６
月
９
日
（
木
）

午
前
11
時
〜
午
後
３
時
ま
で
（
た
だ
し
、

正
午
か
ら
午
後
１
時
ま
で
は
除
き
ま
す
。）

▼
場
所

　

山
都
町
役
場
本
庁  

会
議
室
２

－

２（
２
階
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

熊
本
地
方
法
務
局
不
動
産
登
記
部
門

（
０
９
６

－

３
６
４

－

２
１
４
５
）

【
音
声
案
内
②
↓
①
↓
②
を
押
し
、
山
都
町
相

談
予
約
と
お
申
し
出
下
さ
い
】

　

総
務
課
（
72

－

１
１
１
１
）

年
金
相
談
日
の
お
知
ら
せ

　

６
月
の
年
金
相
談
日
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

ご
希
望
の
方
は
事
前
に
予
約
を
お
願
い
し

ま
す
。

▼
日
時

　

６
月
10
日
（
金
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

▼
場
所

　

山
都
町
高
齢
者
生
産
活
動
セ
ン
タ
ー

お
し
ら
せ
版

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
年
金
事
務
所

　
（
０
９
６

－

３
６
７

－

２
５
０
３
）

　

健
康
福
祉
課
（
72

－

１
２
２
９
）

平
成
29
年
３
月
新
規
学
校
卒
業
者

対
象
求
人
説
明
会
の
お
知
ら
せ

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
新
規
学
校
卒
業
予

定
者
の
採
用
を
検
討
さ
れ
て
い
る
事
業
所
を

対
象
に
、
求
人
ル
ー
ル
・
適
正
採
用
選
考
等

に
つ
い
て
の
求
人
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

新
規
高
等
学
校
卒
業
予
定
者
の
募
集
に
つ

い
て
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
の
求
人
申
し
込

み
に
際
し
、
事
前
に
求
人
説
明
会
を
受
講
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

地
元
の
優
秀
な
人
材
を
確
保
し
て
い
た
だ

く
た
め
に
、
多
数
の
事
業
所
の
ご
参
加
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

開
催
日
程
に
つ
い
て
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

▼
日
時

　

６
月
10
日
（
金
）
午
後
２
時
か
ら

　
（
午
後
１
時
30
分
受
付
開
始
）

▼
場
所

　

市
民
会
館
シ
ア
ー
ズ
ホ
ー
ム
夢
ホ
ー
ル

　
（
熊
本
市
民
会
館
）

　

熊
本
市
中
央
区
桜
町
１
の
３

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
上
益
城
（
学
卒
担
当
）

　

上
益
城
郡
御
船
町
辺
田
見
３
９
５

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
０
９
６

－

２
８
２

－

０
０
７
７
）

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
０
９
６

－

２
８
２

－

３
９
２
７
）

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

住
宅
用
太
陽
熱
利
用
シ
ス
テ
ム

生
ご
み
処
理
機
の
設
置
費
補
助

　

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
積
極
的
に
利
活
用
し
た

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
次
の
と
お
り
行

い
ま
す
。
補
助
を
希
望
さ
れ
る
方
は
補
助
金

交
付
申
請
書
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
住

宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
と
住
宅
用
太
陽

熱
利
用
シ
ス
テ
ム
は
可
能
な
限
り
平
成
28
年

12
月
25
日
（
日
）
ま
で
に
申
請
を
し
、
平
成

29
年
２
月
28
日
（
火
）
ま
で
に
実
績
報
告
書

の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
費
補
助

▼
補
助
金
額

出
力
１
kw
あ
た
り
２
万
円
と
し
、
10
万
円

を
限
度
と
す
る
。

▼
予
定
件
数

10
件
程
度
（
予
算
の
範
囲
内
で
終
了
）

▼
対
象
者

町
の
区
域
内
に
お
い
て
自
ら
が
居
住
す
る

既
存
住
宅
及
び
新
築
住
宅
（
店
舗
等
と
の

併
用
住
宅
を
含
む
。）
に
発
電
シ
ス
テ
ム
を

設
置
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要

件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
。

②
電
力
会
社
と
電
灯
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

③
住
宅
等
を
借
り
て
い
る
者
は
、
賃
貸
人
の

承
諾
を
得
て
い
る
こ
と
。

④
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
既
に
設
置
し
て

い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑤
補
助
金
の
交
付
を
申
請
す
る
時
点
に
お
い

て
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。

※
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
と
は
、
住
宅
に
設
置

し
太
陽
光
を
利
用
し
て
発
電
を
行
う
シ
ス

テ
ム
で
、
低
圧
配
電
線
と
逆
潮
流
有
り
で
連

結
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
り
ま
す
。

■
住
宅
用
太
陽
熱
利
用
シ
ス
テ
ム
設
置
費
補
助

▼
補
助
金
額

設
置
に
必
要
な
額
の
５
分
の
１
の
額
と
し
、

３
万
円
を
限
度
と
す
る
。

▼
予
定
件
数

40
件
程
度
（
予
算
の
範
囲
内
で
終
了
）

▼
対
象
者

町
の
区
域
内
に
お
い
て
の
自
ら
が
居
住
す

る
既
存
住
宅
及
び
新
築
住
宅
（
店
舗
等
と

の
併
用
住
宅
を
含
む
。）
に
熱
利
用
シ
ス
テ

ム
を
設
置
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
。

②
住
宅
等
を
借
り
て
い
る
者
は
、
賃
貸
人
の

承
諾
を
得
て
い
る
こ
と
。

③
熱
利
用
シ
ス
テ
ム
を
既
に
設
置
し
て
い
る

者
で
な
い
こ
と
。

④
補
助
金
の
交
付
を
申
請
す
る
時
点
に
お
い

て
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。

※
太
陽
熱
利
用
シ
ス
テ
ム
と
は
、
住
宅
の
屋

根
等
へ
の
設
置
に
適
し
た
太
陽
熱
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
集
め
て
給
湯
に
利
用
す
る
太
陽
熱

温
水
器
、
ま
た
は
給
湯
や
冷
暖
房
に
利
用

す
る
ソ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
で
す
。

■
生
ご
み
処
理
機
設
置
費
補
助

▼
補
助
金
額

設
置
に
必
要
な
額
の
２
分
の
１
以
内
の
額

と
し
、
２
万
円
を
限
度
と
す
る
。

▼
予
定
件
数

５
件
程
度
（
予
算
の
範
囲
内
で
終
了
）

▼
対
象
者

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
世
帯
主
。

②
補
助
金
の
交
付
を
申
請
す
る
時
点
に
お
い

て
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。

※
対
象
の
生
ご
み
処
理
機
と
は
、
家
庭
の
ご

み
を
微
生
物
の
活
動
又
は
乾
燥
装
置
に
よ

り
軽
量
化
す
る
電
気
式
の
処
理
機
で
す
。

（
購
入
先
は
町
内
の
商
店
に
限
る
）

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

環
境
水
道
課
（
72

－

４
０
０
２
）

講

演
・

講

習

相

談

窓

口

お

知

ら

せ

保健センターだより

～ 矢部地区 特定保健指導修了者紹介 ～

　町の特定健診は40～74歳の国民健康保険に加入している方が対象です。平成27年度の受診率は、暫定
結果では57.5％で、前年度よりも低下し、目標の65％を下回っています。まずは健診を受け、自分の体の
状態を確認しましょう。特定健診後は、結果説明を受け生活習慣病のリスクに応じて、重症化予防の保健
指導や特定保健指導を実施しており、保健師・栄養士による生活習慣改善の支援が受けられます。
　今回は、昨年の健診後に特定保健指導を受講し、６か月間取り組まれた２名の方をご紹介します。

（メタボの診断基準）

動機付け支援受講
　６か月間で
　　　体重2.2㎏減少
　　　腹囲5.0㎝減少

　メタボリックシンドロームとは Ⓐ内臓脂肪型肥満に加え ①脂質異常 ②高血糖 ③血圧高値のうち
２つ以上をあわせもった状態をいいます。
　それぞれの危険因子がまだ病気でない状態であっても、重なることで、命にかかわる心筋梗塞や脳
梗塞、慢性腎不全を引き起こすリスクが高くなります。

健診名称 時　　期 場　　所
夏健診 6月15日～7月5日 矢部保健センター

秋健診
10月24日～11月1日 蘇陽支所
11月2日～11月9日 清和保健センター
11月10日・11日 矢部保健センター

春健診 平成29年2月14日 清和保健センター
2月15日 蘇陽支所

動機付け支援受講
　６か月間で
　　　体重2.4㎏減少
　　　腹囲8.0㎝減少

　主食のご飯の量を３食
減らしました。減らすば
かりではなく野菜を使っ
た副菜を増やしました。
特に無理な事ではないの
で、これからも続けてい
きたいです。

　朝食の内容に重点を置き主
食、主菜、副菜をそろえて食べる
ようにしました。又運動も３㎞
程ウォーキングをしています。
教室に参加して、皆で一緒に取
り組む事で実践するきっかけ
になりました。

森崎　美智子さん
　　　　　（御所）

緒方　キヌエさん
　　　　　（島木）

メ タ ボ と は ？

Ⓐ　内臓脂肪
　　　　腹囲　　男性　85㎝以上
　　　　　　　　女性　90㎝以上
　　　　　　　　　　　（腹側）
皮下脂肪　　　　　　　　　　　内臓脂肪

　　　皮下脂肪型肥満　 内臓脂肪型肥満

①脂質異常
　　中性脂肪　　150㎎／㎗以上
　　ＨＤＬコレステロール値　40㎎／㎗未満

②高血糖
　　空腹時血糖値　 110㎎／㎗以上または
　　HbA1C　　　　6.0％（NGSP値）以上

③血圧高値
　　収縮期血圧　　 130㎜Hg以上
　　拡張期血圧　　　85㎜Hg以上

脂肪　　　　　　　　　 　内臓

さらに

年に１回は健診受診を！
山都町集団健診日程表
　　　　（平成28年度）

19 18広報やまと 2016. 5 月号 広報やまと 2016. 5 月号


